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議案第 １７ 号 

 

燕市火入れに関する条例の一部改正について  

 

 燕市火入れに関する条例（平成１８年燕市条例第１４９号）の一部を次の

ように改正するものとする。 

 

              令和 ８ 年 ３ 月 ４ 日 提 出      

                   燕市長  佐 野 大 輔    

 

 

 

 

記 
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   燕市火入れに関する条例の一部を改正する条例  

 

 燕市火入れに関する条例 (平成 18年燕市条例第 149号 )の一部を次のように

改正する。 

 

第 2 条第 1 項中「10 日前」を「30 日前」に改める。 

第 12 条第 1 項第 1 号中「1 ヘクタール」を「0.5 ヘクタール」に、「5 人以

上」を「10 人以上」に改め、同項第 2 号中「1 ヘクタール」を「0.5 ヘクタ

ール」に、「面積 0.5 ヘクタール」を「面積 0.1 ヘクタール」に改める。  

第 14 条第 1 項中「、異常乾燥注意報」を「若しくは乾燥注意報が発表さ

れた場合」に改め、同条第 2 項中「認められるとき、」を「認められる場合」

に、「、異常乾燥注意報又は」を「若しくは乾燥注意報が発表され、若しく

は」に、「発令されたとき」を「発令された場合」に改め、同条に次の 2 項

を加える。 

3 火入者及び火入責任者は、林野火災注意報が発令された場合には、火入

れを行わないように努めなければならない。  

4 火入責任者は、火入れ中に林野火災注意報が発令された場合には、速や

かに消火するよう努めなければならない。  

様式第 1 号を次のように改める。  

様式第 1 号(第 2 条関係) 
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   附 則 

 この条例は、令和8年4月1日から施行する。 

 


